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平成２０年度地方債計画について

１ 策定方針

平成２０年度地方債計画は、地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともに、引き続き

厳しい地方財政の状況の下で、地方公共団体が、行政改革と財政の健全化を推進し当面する諸課題

に重点的・効率的に対処することができるよう、公的資金の重点化と地方債資金の市場化を引き続

き推進しつつ、所要の地方債資金の確保を図ることとして策定している。

なお、平成２１年度までの３年間で、徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画又

は公営企業経営健全化計画を策定し、行政改革・経営改革を行う地方公共団体を対象に、公営企業

借換債と合わせて５兆円程度の公的資金（旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金及び公営企業金

融公庫資金）の補償金免除繰上償還を行うこととしており、その財源として必要に応じ民間等資金

による借換債を発行できることとしている。

２ 概 況

上記の方針に基づいて策定した結果、平成２０年度の地方債の総額は下表のとおり１２兆

４，７７６億円となり、前年度に比べて３３２億円、０．３％の減となっている。

このうち、普通会計分は９兆６，０５５億円で、前年度に比べて４７４億円、０．５％の減とな

っている。

また、公営企業会計等分は２兆８，７２１億円で、前年度に比べて１４２億円、０．５％の増と

なっている。

（単位：億円、％）

平成２０年度 平成１９年度 増 減 額 増 減 率
区 分

(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 ９６，０５５ ９６，５２９ △ ４７４ △ ０．５
通常分 ４６，３７３ ４８，３７９ △ ２，００６ △ ４．１
特別分 ４９，６８２ ４８，１５０ １，５３２ ３．２
臨時財政対策債 ２８，３３２ ２６，３００ ２，０３２ ７．７
財源対策債 １５，４００ １５，９００ △ ５００ △ ３．１
退職手当債 ５，９００ ５，９００ ０ ０．０
調整（不交付団体分） ５０ ５０ ０ ０．０

公営企業会計等分 ２８，７２１ ２８，５７９ １４２ ０．５

総 計 １２４，７７６ １２５，１０８ △ ３３２ △ ０．３
通常分 ７５，０９４ ７６，９５８ △ １，８６４ △ ２．４
特別分 ４９，６８２ ４８，１５０ １，５３２ ３．２

（注）１ 「調整（不交付団体分）」は、国庫補助負担金の一般財源化に伴う影響額に係る不交付

団体への資金手当分である。

２ 公営企業会計等分はすべて通常分である。



３ 地方債計画の特色

(1) 公債費負担軽減対策

平成１９年度に引き続き平成２１年度までの３年間で、公営企業借換債と合わせて５兆円程度

の年利５％以上の公的資金（旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金及び公営企業金融公庫資金）

の補償金免除繰上償還を行うこととしており、その財源として必要に応じ民間等資金による借換

債を発行できることとしている。

(2) 地方公営企業等金融機構資金の創設

地方公営企業等金融機構の発足に伴い、地方公営企業等金融機構資金を設けることとしている。

(3) 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債２兆

８，３３２億円を計上している。

(4) 行政改革等の促進に寄与する地方債の発行

① 退職手当債

団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対処するため、将来の人件費の

削減に取り組む地方公共団体を対象に、退職手当債５，９００億円を計上している。

② 行政改革等推進債

ⅰ）集中改革プラン等に基づき数値目標を設定・公表して計画的に行政改革を推進し財政の

健全化に取り組む団体、ⅱ）地域経済の活性化や地域雇用の創造による地域の再生に取り組む

団体が、必要な公共施設の整備等を円滑に実施することができるよう、当該事業に係る通常の

地方債に加え、さらに行政改革等推進債を充当することができることとし、４，４００億円を

計上している。

(5) 合併特例事業の推進

「市町村の合併の特例に関する法律（合併旧法）」及び「市町村の合併の特例等に関する法律

（合併新法）」に基づく市町村合併を支援するため、合併市町村が公共施設の整備等を計画的に

実施できるよう、９，５００億円を計上している。

(6) 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進することと

し、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。

(7) 公立病院特例債の創設

病院事業において、医師不足等により経営状況が悪化し不良債務が増加している団体等を対象

に過去の不良債務を長期債務に振り替えるため、平成２０年度に限り特例債を発行できることと

し、病院事業債の内数として６００億円を計上している。

(8) 公営企業借換債の確保

公営企業金融公庫資金に係る公営企業借換債については、(1)の公債費負担軽減対策の一環と

して実施することとし、２，０００億円を計上している。



(9) 地方道路整備臨時貸付金

道路事業に係る無利子貸付金制度の創設に伴い、１，０００億円を計上している。

４ 地方債資金の確保

公的資金については、地方公営企業等金融機構の発足に伴い、地方公営企業等金融機構資金を創

設するとともに、地方分権の推進や財投改革の趣旨を踏まえ、公的資金の重点化・縮減を図ること

とし、４兆５，７３０億円を計上している。

民間等資金については、その円滑な調達を図るため、市場公募団体の拡大や共同発行市場公募地

方債及び住民参加型市場公募地方債の発行を引き続き推進することとし、市場公募地方債３兆

４，０００億円（住民参加型市場公募地方債３，５００億円を含む。）を計上している。

（単位：億円、％）

平成２０年度計画額 平成１９年度計画額 差 引 増 減 率
区 分

構成比 構成比 (A)-(B) (C)/(B)
(A) (B) (C) ×100

公 的 資 金 45,730 36.6 46,300 37.0 △ 570 △ 1.2

財 政 融 資 資 金 32,400 26.0 32,800 26.2 △ 400 △ 1.2

公営企業金融公庫資金 2,100 1.7 13,500 10.8 △ 11,400 △ 84.4

地方公営企業等金融機構資金 11,230 9.0 － － 11,230 皆 増

（国の予算等貸付金） ( 2,127) － ( 437) － ( 1,690) ( 386.7)

民 間 等 資 金 79,046 63.4 78,808 63.0 238 0.3

市 場 公 募 34,000 27.2 34,000 27.2 0 0.0

銀 行 等 引 受 45,046 36.1 44,808 35.8 238 0.5

合 計 124,776 100.0 125,108 100.0 △ 332 △ 0.3

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め６兆円（前年度比２，０００億円、３．４％

増）を予定している。

２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、地方道路整備臨時貸付金、災害援護資金など国の予算

等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。


